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「平成 31 年度以降の接続料算定における長期増分費用方式の適用の在り方」 

答申（案）に対する意見及びそれらに対する考え方（案） 

 

総論 

意    見 考   え   方 
意 見 を踏 まえた  

案の修正の有無 

意見１－１ 通信量の減少等、固定電話（ＰＳＴＮ）の市場環境の変化を踏

まえて接続料規制を撤廃すべき。 

考え方１－１  

○ 固定電話（ＰＳＴＮ）の市場環境を踏まえ、接続料規制は撤廃すべき 

・ 市場環境・競争環境は変化しており、固定電話（ＰＳＴＮ）市場は縮

小の一途。 

・ ＰＳＴＮの接続料水準を抑制するための規制は撤廃し、ＩＣＴ社会の

一層の進展による新たな付加価値創造を促すような政策に転換す

べき。 

 

情報通信市場は、技術のイノベーションが非常に早く、移動体通信の

高速ブロードバンド化の進展、ＳＮＳ市場の拡大、グローバルプレイヤー

による端末とアプリケーションサービスの一体提供等により、市場環境・

競争環境の急激なパラダイムシフトが進んでいます。 

特に携帯電話ユーザが約１．７億に拡大し、固定電話（ＰＳＴＮ）ユーザ

の約８倍ものユーザが利用していることに加え、音声定額サービスの登

場、Ｓｋｙｐｅ、ＬＩＮＥ等、これまで主に通信事業者が提供してきた音声通

信サービスをアプリケーションサービスとして自在に提供するようになっ

ている等、音声通話サービスを提供する通信事業者がＮＴＴ１社のみで

あった時代とは大きく状況が変わってきています。 

その結果、音声通信サービスの総トラヒックは、長期増分費用方式

（以下、ＬＲＩＣ方式）が初めて導入された２０００年度には約７０億時間で

あったものが、２０１６年度には約３３億時間と▲５０％以上も減少し、音

○ 現在、東日本電信電話株式会社・西日本電信

電話株式会社（以下、「ＮＴＴ東日本・西日本」と

いう。）の加入電話・ＩＳＤＮの契約数は、減少傾

向にあるものの、固定電話全体の約４割を占め

ており、ＮＴＴ東日本・西日本の設置する第一種

指定電気通信設備に接続する接続事業者の当

該サービスへの着信依存度は高く、ゆえに、接

続事業者が提供する電話サービス原価のうちＮ

ＴＴ東日本・西日本へ支払う接続料の割合も高

いと考えられる。 

ＰＳＴＮ接続料の水準は上昇傾向にあるが、

それは接続料を支払う接続事業者にとって費用

負担となり、接続事業者自身がいかに自網のＩＰ

化等によって効率化を図っても、その負担は変

わらない。 

今後も接続料が上昇を続けることにより、接

続事業者の費用負担がさらに増大することで、

ネットワークのＩＰ化等によるさらなる効率化への

インセンティブが十分に働かなくなるおそれがあ

る。 

無 
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声通信サービスに占める固定電話（加入電話、ＩＳＤＮ、ＣＡＴＶ電話）の

割合は通信回数では３０％を下回り、通信時間では２０％を下回る状況

となっています。 

また、通信事業者の事業構造に着目してみても、携帯電話・ＩＰ電話等

のサービスが多様化した現在において、通信事業者は自らネットワーク

を構築してトータルで独自にサービスを提供しており、当社のＰＳＴＮを利

用して他事業者が中継電話サービスの料金を競い合っていた時代とは

競争環境が大きく変化しております。 

更に、ＫＤＤＩ殿は２０１６年６月３０日をもって直収電話サービス（メタル

プラス電話）を終了、九州通信ネットワーク殿は２０１８年３月３１日にマイ

ラインサービスを終了する等、メタル回線を利用する固定電話（ＰＳＴＮ）

市場は縮小しており、このような市場環境・競争環境の変化に応じる形

で、ＫＤＤＩ殿は無線技術を用いたサービス（ホームプラス電話）を提供

し、ソフトバンク殿も２０１７年７月５日より無線技術を用いたサービス（お

うちの電話）の提供を開始する等、ＩＰ電話サービスや無線を用いた代替

サービスへの移行が進展している状況を踏まえると、今後も当社のＰＳＴ

Ｎへの依存度はますます縮小していくことから、ＰＳＴＮの接続料水準が

他事業者の事業運営に与える影響はますます小さくなっていきます。 

したがって、このような市場環境・競争環境の変化を踏まえると、ＰＳＴ

Ｎの接続料水準を抑制するための規制を撤廃し、むしろＩＣＴ社会の一層

の進展による新たな付加価値創造を促すような政策に転換すべきと考

えます。 

（東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社） 

固定電話サービスが、これまでと同様に、社

会経済活動に不可欠な基盤として、誰もが利用

可能な料金水準で今後も提供されるためには、

需要に応じた効率的なサービス提供がなされる

必要がある。そのためには、接続事業者が支払

う接続料についても、ネットワークのＩＰ化や光化

等の技術の進展を踏まえ、さらなる低廉化が促

進されることが求められるが、その必要性は否

定されるべきものでないと考えられる。 

 

意見１－２ 接続料規制を直ちに撤廃することが困難だとしても、長期増分

費用方式ではなく、実績原価方式を適用すべき。 

考え方１－２  

○ 直ちに規制撤廃が困難だとしても、実績原価方式を適用すべき 

・ ＬＲＩＣ方式で算定した接続料原価は、実績原価と比較して依然とし

て大幅に乖離しており、公正妥当な水準とは言い難いため、直ちに

○ 電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第

３３条第４項第２号の該当箇所は、「能率的な経

営の下における適正な原価に適正な利潤を加

無 
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規制撤廃が困難だとしても、実績原価方式を適用すべき。 

・ まして、改良ＩＰモデルはＧＣ接続機能等の算定ができないことや現

実に存在しない装置を用いる等、合理性・妥当性を欠くものであり、

一部であったとしても適用することは不適切。 

 

電気通信事業法第３３条第４項２号において、接続料は「能率的な経

営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額に照らし公正妥

当なもの」と規定されていますが、ＬＲＩＣ方式によって算定された接続料

原価は、実績原価と比較して依然として大幅に乖離しています。 

 このような乖離は電気通信事業法第３３条第４項２号に鑑みて「公正妥

当な」水準とは言えず、ＬＲＩＣ方式がコストベンチマークとしての機能を

果たしていないことは明らかです。 

 

また、ＬＲＩＣ方式の適用意義とされている非効率性の排除、透明性や

公平性の確保は、以下の理由より、実績原価方式を採用した場合でも

十分に担保できることから、ＬＲＩＣ方式の採否とは直接関係がないと考

えます。 

 当社は、ＰＳＴＮサービスにおいて継続的に効率化（ＬＲＩＣ方式導入当

初（２０００年度）から２０１７年度までに、東西計で約１兆円のコストを

削減）を図っており、効率化の効果は当社の業績に直接反映されるこ

とから、引き続きＰＳＴＮサービスの効率化には取り組むこと 

 実績原価方式に見直したとしても、第一種指定電気通信設備接続会

計規則に基づく接続会計報告書の公表や接続料申請時における詳細

な算定根拠等の開示、接続事業者への説明会の開催等を通じて、透

明性や公平性は十分に確保できること 

 

したがって、当社としてはＰＳＴＮの接続料に対する接続料規制の撤廃

が直ちに困難だとしても、ＰＳＴＮ以外の接続料算定において通常用いら

れる実績原価方式によってＰＳＴＮの接続料を算定すべきと考えます。 

 

えた金額を算定するものとして総務省令で定め

る方法により算定された金額に照らし公正妥当

なもの」としており、接続料が、能率的な経営の

下における適正な原価を超える場合、接続事業

者に超過分の負担を転嫁することとなるため、

接続料について公正妥当であることを求めるも

のである。 

第一種指定電気通信設備のうち加入者交換

機等の接続料算定には長期増分費用方式が適

用されているが、これは、従来、実際費用方式

による接続料算定において、情報の非対称性や

既存事業者の非効率性の控除の点で一定の限

界があったことから、導入が求められたことに起

因している。 

ＮＴＴ東日本・西日本の主張によれば、長期増

分費用方式で算定した接続料原価と実際費用

との間には大幅な乖離が存在するとのことであ

るが、答申（案）に示したとおり、この実際費用の

水準は現状、十分に低廉な水準とは言えず、上

述の長期増分費用方式の導入経緯を踏まえる

と、公正な競争環境の確保の観点からは、非効

率性の排除が可能な長期増分費用方式の適用

の意義はむしろ従来よりも増大していると言え

る。 

また、長期増分費用方式による費用算定方

法は、研究会や意見募集等の開かれた検討プ

ロセスを経て策定・見直しが行われることから、

当該方式は、接続料算定における公平性・透明
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上述のとおり、当社としては、ＬＲＩＣ方式自体を適用すべきでないと考

えていますが、特に、改良ＩＰモデルについては、 

 改良ＩＰモデルは、現にＰＳＴＮで提供されている全ての機能の接続料

算定に対応できない、特に、基本的な機能であるＧＣ接続機能等の接

続料さえ算定できないこと 

 改良ＩＰモデルで採用されている音声収容装置は、既に他事業者が提

供終了したサービスで用いていた装置であり、既にメーカーが生産を

終了しているため、現在調達不可能で、当社の効率化に向けたベンチ

マークとなりえない装置であること 

 改良ＩＰモデルで採用されている音声収容装置は、光回線に対応した

インタフェースを持つとみなされているが、そのような装置は現実には

存在しないこと 

 現行のＰＳＴＮモデルにおいても実績原価に対して数百億円規模の乖

離がある中、更に乖離幅を広げる改良ＩＰモデルの導入は、設備構築

事業者にとって到底コストベンチマークとなり得ないこと 

といった構造的な課題が存在するモデルであることから、その適用に合

理性や妥当性がなく、たとえ一部であってもＰＳＴＮ接続料の算定に用い

ることは不適切であると考えます。 

（東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社） 

性の確保も可能な方式である。 

以上のことから、加入者交換機等の接続料算

定において長期増分費用方式に代わりうる適切

な方式は現時点では見当たらず、平成 31 年度

以降の接続料算定において、実際費用方式を

適用することは適当と言えない。 

○ 次期適用期間の接続料算定において、改良Ｐ

ＳＴＮモデルと改良ＩＰモデルを組み合わせて適

用し得ることは、以下の理由から適当と考えら

れる。 

長期増分費用モデル研究会（以下「モデル研

究会」という。）で新たに策定された改良ＩＰモデ

ルは、新規参入者が現時点で利用可能な最も

低廉で効率的な設備・技術として、ＩＰ網を前提と

して現在需要を賄う通信網のコストをモデル化し

て算定を行う。そのため、ＧＣ接続に係るコスト

をそれ単体で切り出すことはしないが、より効率

的な設備構成において、ＩＣ接続のコストとして

算定している。 

モデル研究会では、電気通信事業法第 33 条

第５項の規定に基づき、モデル検討に当たって

の基本的事項として、検討対象とする設備・技

術を（実際の指定電気通信設備に使用されてい

るものに限定せず）「信頼性のあるコスト把握が

可能な範囲で、少なくとも内外有力事業者で現

に採用されている例が稀ではない」ものとしてい

る。音声収容装置は、上記基本的事項を満た

し、コスト算定に当たって参照することが有用で
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あることから採用されている。 

また、音声収容装置が光回線を収容可能と

仮定している点について、モデル研究会報告書

（平成 27 年 1 月）では「特定の事業者の設備構

成を前提とせずに、通常用いることができる設

備を効率的に組み合わせたものとする長期増

分費用モデルの算定における中立性の考え方

から、こうした仮定が、コスト算定の上で必ずし

も不適切とは言えない。」との考え方が示されて

いる。 

 

意見１－３ 次々期適用期間以降の接続料算定の在り方は、ＰＳＴＮからＩ

Ｐ網への移行後の市場環境や利用状況を見据え、事業者間での検討を

踏まえた上で議論すべき。 

考え方１－３  

○ 次々期以降の接続料算定の在り方は、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行後の

市場環境を見据え、事業者間での検討を踏まえた上で議論すべき 

・ 現在、事業者間でＩＰ網への円滑な移行について、まさに検討を進

めているところであり、ＩＰ網移行後は競争環境や利用状況が大きく

変動することに加え、広く普及した技術を用いるＩＰ網は他事業者も

構築していることから、当社の接続料水準を検証可能となることを

踏まえれば、ＬＲＩＣ方式による接続料算定を義務づける意義はさら

に乏しくなる。 

・ 既存の規制の延長線上で当社に非対称規制を課し続けることは、

業界全体に不要なコストを課すことになるだけでなく、最適解に向

けた創意工夫の機会を奪うことにもなりかねない。 

・ ＩＰ網への移行後の市場環境を見据え、事業者間での検討を踏まえ

た上で、接続料規制の撤廃も含め議論すべき。 

 

○ 答申（案）に示したとおり、ＰＳＴＮからＩＰ網へ

移行後も、ＮＴＴ東日本・西日本は、固定電話市

場において一定のシェアを維持すると想定さ

れ、接続事業者におけるメタルＩＰ電話への着信

依存度は依然として高いものと想定される。メタ

ルＩＰ電話のコアネットワークとなるＮＧＮに関し

て、情報通信審議会答申「『固定電話網の円滑

な移行の在り方』一次答申～移行後の IP 網の

あるべき姿～」（平成 29年 3月）では、ＩＰ網への

移行後、ＮＧＮはボトルネック性を有するメタル

回線及び光回線と一体として設置される設備と

しての性格を強め、他事業者のＮＧＮへの依存

性は強まるとの考え方が示されている。 

また、「接続料の算定に関する研究会 第一

無 
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ＰＳＴＮからＩＰ網への円滑な移行に向け、「事業者間意識合わせの場」

において、現行の接続構成や精算方式を前提とするだけではなく、市場

環境の変化を踏まえ、ＩＰ網移行後の接続構成やビル＆キープ等を含め

た様々な接続料の精算方式等についての議論が行われています。 

ＰＳＴＮからＩＰ網へ移行した後は、 

・マイラインサービスの廃止や固定電話発携帯電話着通話の利用者

料金設定権の見直しにより、接続事業者がＮＴＴ東西へＰＳＴＮ接

続料を支払うトラヒックが大幅に減少すること 

・それ以外のトラヒックについても、対称・対等な関係になる発着二

事業者が互いに接続料を支払い合うため、固定事業者間の接続

料支払いは相殺されること 

・双方向番号ポータビリティの実現にあたって、ＰＳＴＮからＩＰ網への

移行の趣旨を踏まえ、コストミニマムな実現方法とする観点から、

ＮＴＴ東西のＰＳＴＮ番号以外の番号はＮＴＴ東西のメタルＩＰ電話に

ポートインしないこと 

・引き続きＰＳＴＮサービスの利用者が減少していくこと 

といった競争環境や利用状況が変動することを踏まえれば、ＰＳＴＮの

接続料水準が他事業者の事業運営に与える影響は、ますます小さくな

っていくと想定されます。 

また、広く普及した技術を用いるＩＰ網は他事業者も構築しています。Ｐ

ＳＴＮからＩＰ網へ移行した後は、他事業者においても当社のＩＰ網の接続

料水準の検証が可能となるため、ＬＲＩＣ方式の適用の意義とされている

透明性の確保や非効率性の排除等の観点からも、当社にＬＲＩＣ方式に

よる接続料算定を義務づける意義は更に失われるものと考えておりま

す。 

したがって、当社のＰＳＴＮのみに非対称規制を課すような環境ではな

くなることは明らかであると考えます。 

そうした中、仮に、既存の規制の延長線上で当社に非対称規制を課し

続けた場合、当社以外の事業者との間では不要となる可能性がある複

雑な事業者間精算の仕組みを導入することを強いることとなり、その結

果、業界全体に不要なコストを課すことになるだけでなく、最適解に向け

次報告書」（平成 29 年 9 月）では、ＮＧＮについ

て、ＦＴＴＨサービスの利用者及び光ＩＰ電話の利

用者に加え、今後はメタルＩＰ電話への利用者に

もサービス提供可能なネットワークとなることか

ら「引き続き、ＮＧＮを第一種指定電気通信設備

に指定し、ＮＧＮとの接続に関する接続料及び

接続条件の公平性・透明性や、接続の迅速性

等を確保するための適切な規律を通じて、公正

競争の確保と利用者利便の向上を図っていく必

要がある」との考え方が示されている。 

接続政策委員会の関係事業者ヒアリングに

おいて、接続事業者からは、ＩＰ網へ移行後の接

続料算定について、ＩＰ網へ移行後も接続料水

準の影響は依然として大きいことが予想される

ことから、公正な競争環境の維持のため、引き

続き長期増分費用方式の適用を求めるとの意

見が示されている。 

ＮＧＮに接続して音声サービスを提供する接

続事業者にとって、メタルＩＰ電話への接続は不

可避であることも踏まえれば、その接続形態に

かかわらず、接続料算定における適正性・公平

性・透明性の確保等を図る必要性は変わらな

い。そうした見地から長期増分費用方式は有力

なオプションだが、ＩＰ網への移行後を見据えつ

つ、今後、次々期適用期間以降の接続料算定

に用いる方法として他のオプションとあわせて採

用の適否を検討していくことが適当である。 

なお、ＩＰ網への円滑な移行に関する事業者
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た創意工夫の機会を奪うことにもなりかねないため、適切でないと考え

ます。 

 

前回の答申（「長期増分費用方式に基づく接続料の平成２８年度以降

の算定の在り方＜平成２７年２月９日付け諮問第１２２１号＞答申」）で

は、「今後の見直しの方向性（１）音声通信に係る接続料制度の見直し

について」として、 

「ＮＴＴ東西のＰＳＴＮを含めた固定電話事業者が設定する接続料の

みにこうした制度やベンチマークが存在することが、今後の音声接

続料全体に係る制度の在り方として適切なものかどうか見直す時

期に来ている。」 

「固定電話網及び携帯電話網にビル＆キープ方式や長期増分費用

方式を導入することについても検討するなど、音声通信に係る接

続料制度全体の在り方についても検討を行うことが適当である。」 

との考え方が示されていたことは、上述の環境変化を踏まえたものであ

ったと考えますが、今回の答申案を検討する過程では、そうした議論が

尽くされるには至らず、ＰＳＴＮの接続料水準の抑制に主眼を置いた議

論となっていたと認識しております。 

当社としては、改めて、音声通信に係る接続料制度全体の在り方につ

いて議論し、接続料規制を撤廃（少なくともＬＲＩＣ方式による接続料算定

を廃止）していただきたいと考えます。その際には、ＰＳＴＮからＩＰ網への

移行後を見据えて、業界全体で議論している事業者間精算等に係る議

論の内容を、総務省においても十分に尊重していただきたいと考えま

す。 

（東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社） 

間協議において、ビル･アンド･キープも含めた

議論が行われているとのことだが、現行制度に

おいて、ＮＴＴ東日本・西日本の第一種指定電気

通信設備と接続する接続事業者が、任意に自

網への着信接続料を設定し、結果としてＮＴＴ東

日本・西日本へ支払う接続料と同額をＮＴＴ東日

本・西日本から取得することによって、実質的に

ビル・アンド・キープ方式と同様となるような精算

を行うことは可能性として否定されないものと考

えられる。 
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第２章 長期増分費用方式の適用等 

意    見 考   え   方 
意 見 を踏 まえた  

案の修正の有無 

意見２－１ IP 網への移行過程及び移行後においても、長期増分費用方

式を引き続き適用すべき。 

考え方２－１ 
 

○ ＩＰ網への移行過程及び移行後における長期増分費用方式の適用 

答申案に賛同します。IP 網への移行後もメタル IP 電話への着信依存

度は高く、接続料算定の適正性・公平性・透明性の確保等を図る必要性

は変わらないため、メタル IP 電話においても非効率性の排除とともに公

平性・透明性の確保が可能な長期増分費用(以下、「LRIC」といいます。)

方式を引き続き適用すべきと考えます。 

（ソフトバンク株式会社） 

 

○ ＩＰ網への移行過程及び移行後における長期増分費用方式の適用 

答申案に賛同いたします。 

長期増分費用方式（以下、LRIC 方式といいます。）は、客観性、透明

性に優れた LRIC モデルを通じて算定されるものであり、NTT 東西に対

するコスト削減インセンティブ、競争環境を維持していく上でも重要な役

割を果たしていることから、引き続き適用していくことが適当と考えます。 

（楽天コミュニケーションズ株式会社） 

 

○ IP 網への移行過程及び移行後における長期増分費用方式の適用 

IP 網への移行後は、「固定電話の円滑な移行の在り方 一次答申」や

「接続料の算定に関する研究会 第一次報告書」で示されているように、

他事業者の NGN への依存性は強まること、NGN との接続に関して引き

続き、公正競争の確保と利用者利便の向上を図っていく必要があること

や、NGN に接続して音声サービスを提供する接続事業者にとって、メタ

ル IP 電話への接続は不可避であることが想定されることから、メタル IP

○ 賛同の御意見として承る。メタルＩＰ電話につい

て、接続料算定における適正性・公平性・透明

性の確保等を図ることは必要であり、当面のＰ

ＳＴＮの利用について、また、今後のＩＰ網への

移行における局面について、非効率性の排除と

ともに公平性・透明性の確保が可能な長期増分

費用方式を適用することの意義は依然として変

わらないと考える。 

 

無 
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電話について、その接続形態（発着二者間での直接接続）にかかわら

ず、接続料算定における適正性・公平性・透明性の確保等を図る必要性

は変わらない、との答申（案）に賛同いたします。 

また、今後の IP 網への移行における局面についても、接続料算定に

おける公平性・透明性の確保、公正な競争環境の確保の重要性に鑑み

て、接続料算定において非効率性の排除とともに公正性・透明性の確保

が可能な長期増分費用方式（以下、「LRIC 方式」という。）を適用するこ

との意義は依然として変わらないとする答申（案）に賛同いたします。 

（KDDI 株式会社） 

意見２－２ ＩＰ網への移行時、個別事業者の接続ルート切替の前後で接

続料を区別せずに単一の料金を適用すべき。 

考え方２－２ 
 

○ ＩＰ網への移行時の接続料算定に関する留意点 

答申案に賛同します。IP 網への移行過程における接続ルートの切り

替えは、全事業者一斉に行うことはできず順次行われることとなるため、

事業者間公平性の観点から、移行前と移行後を同一ネットワークとみな

してモデル化し、単一の接続料を適用すべきと考えます。 

（ソフトバンク株式会社） 

 

○ ＩＰ網への移行時の接続料算定に関する留意点 

答申案に賛同いたします。 

（楽天コミュニケーションズ株式会社） 

 

○ IP 網への移行時の接続料算定に関する留意点 

IP 網への移行期間中は現実に 2 つのネットワークが並存しますが、

PSTN から IP 網への移行については、技術的要因により切替の順序性

等があり、事業者の裁量で自由に切替時期を選択できるわけではありま

せん。このような状況において、PSTN と IP 網それぞれの接続料が異な

ってしまうと、IP 網へ移行する時期により事業者間で接続料負担の差異

○ 賛同の御意見として承る。次々期適用期間で

は、個別事業者の接続ルート切替の前後で接

続料を区別せずに単一の料金を適用するとい

った方法により、接続ルート切替の順序・時期

によって、事業者間で接続料負担の差異が生じ

ないようにするための措置が必要と考える。 

無 
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が生じ、公平性を確保できません。 

そのため、答申（案）で示されたとおり、事業者間で接続料負担の差

異が生じないようにするための措置、具体的には、個別事業者の接続

ルート切替の前後で接続料を区別せずに単一の料金を適用（接続料算

定を長期増分費用方式により行う場合は、コストやトラヒックは合算値を

用い、同じ方法で算定した接続料を切替前後の両方に適用）する措置が

必要です。 

（KDDI 株式会社） 

意見２－３ 次々期適用期間以降の接続料算定方法の検討に向け、ＮＴＴ

東日本・西日本はメタル収容装置のコスト見通しを早期に明確にすべ

き。 

考え方２－３ 

 

○ 次々期適用期間以降の接続料算定に向けた検討課題 

答申案に賛同します。メタル IP 電話とひかり電話はコアネットワーク

を共有することを踏まえると、LRIC モデルの適用範囲は、①現行モデル

同様にコア局及び収容局とする、②収容局のみとする、③メタル IP 電話

及びひかり電話を一体として適用範囲とする、の 3 案が想定され、どの

案の可能性も排除せず検討を行うことが適当と考えますが、いずれの案

を採る場合でも、コストが膨大と考えられるメタル収容装置については大

きな課題であり、東日本電信電話株式会社殿及び西日本電信電話株式

会社殿(以下、「NTT 東西殿」といいます。)は、早急にそのコスト内訳や

見通しを示すべきと考えます。 

（ソフトバンク株式会社） 

 

○ 次々期適用期間以降の接続料算定に向けた検討課題 

ＮＴＴ東日本・西日本に対して、メタル収容装置のコスト見通しをできる

限り早期に明確にすることを求める、答申案に賛同いたします。 

（楽天コミュニケーションズ株式会社） 

 

○ 賛同の御意見として承る。今後、長期増分費

用モデルの見直しを行うに当たっては、対象と

するサービス・機能の範囲等、いくつかの選択

肢について、まずは技術的な観点からモデル検

討可能性や課題を整理することが適当と考えら

れる。そうした検討に当たっては、メタルＩＰ電話

で用いる設備の内容、メタル収容装置のコスト

見通し等について、ＮＴＴ東日本・西日本はでき

る限り早期に明確にしていくことが求められる。 

無 
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○ 次々期適用期間以降の接続料算定に向けた検討課題 

今後、PSTN 接続料が大きく上昇していくことが想定されている中で、

PSTN 接続料原価の大きな割合を占める加入者交換機を流用して提供

するメタル IP 電話の接続料は、相当に高い水準になることが見込まれ

ることから、競争事業者が電話サービスの提供を継続することが困難と

なる可能性があります。 

また、NTT 東・西がメタル IP 電話で 3 分 8 円程度の電話サービスを

提供する以上、将来においても公正な競争環境を維持していくために

は、NTT 東・西の接続料水準も、各社が 3 分 8 円程度の利用者料金で

電話サービスを提供できるような水準である必要があると考えます。 

このような市場環境のもと、将来の競争環境を議論するにあたって

は、まずは、NTT 東西のメタル IP 電話に係るコストがどのように推移し

ていくのか、特に大きなコスト課題となる加入者交換機（メタル収容装

置）のコスト見通しを早期に明確にする必要があることから、「NTT 東日

本・西日本は、メタル IP 電話で用いる設備の内容、メタル IP 電話の接

続料原価に相当する実際費用の見通し及びその内訳としてメタル収容

装置のコスト見通しをできる限り早期に明確にしていくことが求められ

る」とする答申（案）に賛同いたします。 

また、次々期適用期間において IP 網への移行が完了する予定であ

り、今後は IP 網における接続料算定を検討する必要があります。したが

って、接続料算定に LRIC 方式を適用する場合に検討するモデルは、今

までのように PSTN 網に適用するための IP モデルではなく、IP 網に適

用するための IP モデルを前提として検討すべきであると考えます。 

LRIC モデルの見直しにあたっては、答申（案）に示されている通り、適

用するサービス・機能の範囲、満たすべき要件等を整理する必要もある

ため、考えられる選択肢におけるモデル検討可能性や適用する場合の

課題等については、今後、技術的な観点から整理を行い、その上で、将

来の公正な競争環境確保のために、どのような適用が相応しいかプライ
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シングの観点も踏まえた検証が必要とする答申（案）に賛同いたします。 

（KDDI 株式会社） 

意見２－４ 長期増分費用方式で算定した接続料は、ＮＴＴ東日本・西日本

以外の接続事業者もベンチマークとして用いており、市場のＩＰ化を反映

したモデルとすべき。 

考え方２－４  

○ 事業者間協議における着信接続料の設定 

答申案に賛同します。LRIC モデルは、実態上他の接続事業者も接続

料金のベンチマークとして用いていることから、事実上 IP 化が進行する

市場の状況を反映したモデルとすべきであり、本来は次期の適用期間

から改良 IP モデルを適用することが適当と考えます。 

（ソフトバンク株式会社） 

○ 賛同の御意見として承る。市場のＩＰ化等の動

向を踏まえつつ、第一種指定電気通信設備以

外の電気通信設備との接続に関する接続料の

ベンチマークへの活用可能性も念頭に、長期増

分費用モデルのさらなる改良の検討を進めるこ

とが必要と考える。 

無 

意見２－５ 自社（ＮＴＴ東日本・西日本）の主張に関し一部修正を求める。 考え方２－５  

○ 平成 31 年度以降の接続料算定における長期増分費用方式の適用 

「（３）主な意見」に関して 

当社は、接続政策委員会（第３４回）の事業者ヒアリングにおいて、次

期適用期間における接続料算定方式に関し、「『複数の接続形態が並存

し得る期間』ではないことから、ＩＰモデルの採用可能性について、『複数

の接続形態が並存し得る期間における対処の必要性』という観点から議

論することは適切でないと考えます。」との主張をしたものであり、当社

主張を正確に記載していただくため、以下のとおり修正していただきたい

と考えます。 

・ 改良ＩＰモデルは、ＧＣ接続がモデル化されておらず、コスト算定できな

い等の理由から適用すべきでない。また、次期適用期間は、ＰＳＴＮの

ＩＰ接続開始前であるため、ＰＳＴＮにおいて複数の接続形態は並存し

ていないことから、複数の接続形態が並存し得る期間における対処の

必要性の観点から改良ＩＰモデルの適用可能性を検討することは不適

切。 

（東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社） 

○ 修正案として示されている内容は、接続政策

委員会の審議過程における関係事業者ヒアリ

ングの質問事項 ※に対してＮＴＴ東日本・西日本

より示された意見であるが、当該質問事項の考

え方そのものは答申（案）に採用されていないた

め、答申（案）で論点としている改良ＩＰモデルの

適用是非に係る意見として「また、実際のネット

ワークがＩＰ網へ移行する前から、接続料算定

方式をＩＰ網へ移行させるのは無理がある。」と

したところ、これがＮＴＴ東日本・西日本の主張を

正しく反映していないとの指摘であると解される

ので、当該箇所を削除することとする。 
※第 34 回関係事業者ヒアリングにおける質問事項（該当
部分抜粋） 「ＰＳＴＮからＩＰ網への移行過程において、
ひかり電話のＩＰ接続開始や固定電話着信のＩＰ接続開
始など順次移行が進んでいくこと、その間、同じ固定電
話サービスへ接続するにあたり接続事業者によって複
数の接続形態が並存し得ることを踏まえると、次期適

有 
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用期間（ここでは仮に平成３１年度から３年間とする。）
における接続料算定はどのようにすべきか。」 

意見２－６ 次期適用期間から改良 IP モデルを用いて接続料の算定を行

うべき。 

考え方２－６  

○ 平成 31 年度以降の接続料算定における長期増分費用方式の適用 

（次期適用期間における接続料算定で用いるモデル） 

接続事業者のネットワークにおいて IP化は着実に進んでいること及び

NTT 東西殿のネットワークにおいても、次期適用期間中には実際に IP

ベースの技術を用いた環境が実現することからも、次期適用期間は改

良 IP モデルを用いることがごく自然であり、「現行のネットワークの効率

的なネットワークへの移行」が段階的である、という実状のみをもって、

改良 IP モデルの採用を時期尚早と結論づけることは適当ではないと考

えます。LRIC 方式が、「通常用いることができる高度で新しい電気通信

技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場

合」の費用等を用いて接続料を算定する方式であることを踏まえれば、

次期適用期間から、改良 IP モデルを用いて接続料の算定を行うことが、

公正な競争環境の確保を求める制度の趣旨に最も適っているものと考

えます。 

（ソフトバンク株式会社） 

 

○ 平成 31 年度以降の接続料算定における長期増分費用方式の適用 

（次期適用期間における接続料算定で用いるモデル） 

「通常用いることができる」、「高度で新しい電気通信技術」等の基本

的事項を満たしていること、接続料水準の上昇に伴い、接続事業者が提

供するサービスの継続性が厳しくなっていることから、改良 IP モデルに

より接続料算定を行うべきであると考えます。 

（楽天コミュニケーションズ株式会社） 

○ 答申（案）に示したとおり、長期増分費用方式

の適用に当たっては、より効率的な改良ＩＰモデ

ルを用いて接続料の算定を行うこととすること

が、公正な競争環境の確保を求める制度の趣

旨に適っていると言える。一方で、既存の利用

者の円滑な移行への考慮から、効率的なネット

ワークへの移行を現実には瞬時に行うわけに

はいかないことも事実であり、当面の間は、ＩＰ

網を前提とした接続料原価の算定に向けた段

階的な移行の時期として対応することがより適

切であると考えられる。 

ＩＰ網を前提にした算定への移行を終了する

時期について、それを次期適用期間や次々期

適用期間以降のどことするのか特定するのは

現時点では時期尚早と考えられるが、固定電話

市場全体におけるＩＰ網への移行状況や公正な

競争環境の確保等の観点から引き続きの検討

が必要である。 

無 

意見２－７ 改良 IP モデルには構造的な課題があり、接続料算定への適

用は不適切。 

考え方２－７  
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○ 平成 31 年度以降の接続料算定における長期増分費用方式の適用 

（次期適用期間における接続料算定で用いるモデル） 

ＬＲＩＣ方式は、第一種指定電気通信設備の接続料算定に用いられる

算定方式の選択肢の一つに過ぎず、将来原価方式や実績原価方式と

いった他の接続料算定方式においても、公正競争や透明性・公平性の

確保、非効率性の排除は可能です。 

まして、改良ＩＰモデルは現に提供している接続機能の算定に対応で

きない等の構造的な課題があるモデルであり、仮に一部であっても改良Ｉ

Ｐモデルを用いて算定することは、当社の接続料における原価算定を著

しく歪なものとするため、改良ＩＰモデルを用いて算定された接続料を適

用することは不適切であると考えます。 

（東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社） 

○ 考え方１－２のとおり。 無 

意見２－８ 移行の一階梯として改良 PSTN モデルを用い、スタックテスト

の結果により改良 PSTN モデルと改良 IP モデルの組み合わせへ移行

の段階を進める案に賛同。 

考え方２－８ 

 

○ 平成 31 年度以降の接続料算定における長期増分費用方式の適用 

（次期適用期間における接続料算定で用いるモデル） 

LRIC 方式は、第一種指定電気通信事業者の実際のネットワークがど

のような設備構成で設置されているかにかかわらず、「高度で新しい通

信技術を利用した効率的なものとするように新たに構成するものとした

場合」の第一種指定電気通信設備に係る費用を勘案して接続料を算定

する方式であり、固定電話市場が、次期適用期間中に各事業者間で実

際に IP 接続が開始される等、着実に IP 化に向けて進展していること、

また、今後の事業者間接続については IP 接続が前提となっていくことを

踏まえれば、次期適用期間から改良 IP モデルを適用することが、公正

な競争環境の確保を求める制度の趣旨に適っているものと考えます。 

その点、答申（案）では、改良 IP モデルを用いて接続料の算定を行う

ことは公正な競争環境の確保を求める制度の趣旨に適っているとする

○ 賛同の御意見として承る。 

長期増分費用方式の適用に当たっては、より

効率的な改良ＩＰモデルを用いて接続料の算定

を行うことが制度の趣旨に適っていると言える

一方で、他の観点から、当面の間は段階的な移

行の時期として対応することがより適切であるこ

とについては、考え方２－６のとおり。 

また、段階的な移行に当たっては、改良ＰＳＴ

Ｎモデルの採用をその一階梯としつつも、公正

な競争環境の確保の見地から必要に応じて、改

良ＰＳＴＮモデルと改良ＩＰモデルの組み合わせ

により移行の段階を進めることとしている。 

無 
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一方、効率的なネットワークへの移行を現実には瞬時に行うわけにはい

かないことから、あくまでも、IP 網を前提とした接続料原価の算定に向け

た段階的な移行の一階梯として改良 PSTN モデルを採用するとしたもの

です。そのため、改良 PSTN モデルによって算定する接続料水準が、

「接続料と利用者料金の関係の検証に関する指針」に基づくスタックテス

トによる検証に耐えられないことが分かった場合は、改良 PSTN モデル

と改良 IP モデルの組み合わせへ移行の段階を進めることにより、そうい

った事態を回避するとの答申（案）に賛同いたします。 

（KDDI 株式会社） 

意見２－９ 指針に基づくスタックテストの検証方法には、検証対象の範囲

等課題がある。 

考え方２－９ 
 

○ 平成 31 年度以降の接続料算定における長期増分費用方式の適用 

（次期適用期間における接続料算定で用いるモデル） 

スタックテストについては、「接続料と利用者料金の関係の検証に関

する指針」の改定案に対する 2018 年 7 月 23 日付弊社意見書において

述べている通り、スタックテスト全体としては基準を満たしていたとして

も、異なる着信先間(例：PSTN 発－PSTN 着と PSTN 発－ひかり電話着

の間)で補完が行われた結果ではないか検証する観点から着信先ごと

の内訳の別掲が必要であり、LRIC モデル判断においても、それを踏ま

えた検証結果を用いるべきと考えます。 

なお、スタックテストを LRIC における改良 IP モデル適用可否の判断

に用いるに当たっては、コスト構造が違う事業者でも競争できる指標とす

べきと考えます。NTT 東西殿のネットワークと接続事業者のネットワーク

では、圧倒的な契約者数を誇る NTT 東西殿に規模の経済が働くことか

ら構成に違いが存在するため、NTT 東西殿利用機能と接続事業者の実

際の利用機能の差分を最小限にするような補正をかける等の検討が必

要と考えます。 

以上のように LRIC モデル判断においてスタックテストを用いるに当た

○ 答申案に示したとおり、スタックテストの検証

方法については、価格圧搾が構造上あり得る

事態を回避するという趣旨に照らして改善すべ

き点がないか、総務省において検討を行う必要

がある。 

無 
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っては、着信先ごとの検証が行われていない点含めその検証方法に課

題が存在するため、今後、接続料の算定に関する研究会において議論

を尽くすことが必要と考えます。 

（ソフトバンク株式会社） 

 

○ 平成 31 年度以降の接続料算定における長期増分費用方式の適用 

（次期適用期間における接続料算定で用いるモデル） 

改良 PSTN モデルにより接続料算定を行うこととする際には、接続料

水準の上昇に伴い、貴省指針に基づくスタックテストの検証に耐えられ

ない場合、改良 PSTN モデルと改良 IP モデルの組み合わせを以って接

続料算定を行うべきとありますが、利用者料金収入と比較の対象にある

接続料等総額には NGN 接続料等が含まれていることから、組み合わせ

を以って接続料算定を行うべき判断には、この点を留意すべきと考えま

す。 

（楽天コミュニケーションズ株式会社） 

 

○ 平成 31 年度以降の接続料算定における長期増分費用方式の適用 

（次期適用期間における接続料算定で用いるモデル） 

スタックテストの検証方法については、「接続料と利用者料金の関係

の検証に関する指針」の改定案（平成 30 年 6 月 22 日付け）で示された

とおり、NTT 東・西接続料の調整要否を判断するという観点から、検証

対象に他事業者接続料を支払う需要が含まれる場合には、利用者料金

額（単価）等により通常の利用者が区別可能な範囲内において、他事業

者接続料を支払う需要をできる限り除いて検証を行うことが適切である

と考えます。 

具体的には、「加入電話・ISDN 通話料」と「ひかり電話」については、

固定電話（0ABJ）宛の通話のみを対象として検証が行われることが適当

であると考えます。 

（KDDI 株式会社） 
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意見２－10 加入電話・ＩＳＤＮ通話料は需要が減少し、競争環境にないた

め、スタックテストの検証対象から除外すべき。 

考え方２－10 
 

○ 平成 31 年度以降の接続料算定における長期増分費用方式の適用 

（次期適用期間における接続料算定で用いるモデル） 

スタックテストの検証の目的が、接続料と利用者料金との関係につい

て、価格圧搾による不当な競争を引き起こすものとならないかどうかを

検証することであれば、需要の立上げ期において普及促進的な料金を

設定せざるを得ないサービスや、需要の減少期にあって、利用者から見

ると、もはや競争を促進する意義が乏しくなっているサービスについて

は、本検証に相応しくないと考えます。 

そのため、加入電話・ＩＳＤＮ通話料については、需要が減少し、既に

競争環境になく、不当な競争を引き起こす状況にはないため、速やかに

スタックテストの検証対象から除外すべきと考えます。 

仮に、スタックテストの検証対象とされ、利用者料金による収入と接続

料等総額の差分が営業費相当基準額を下回った場合に、当社として

は、「不当な競争を引き起こさないと考えた理由」を提示する考えです。

その上で、総務省が価格圧搾による不当な競争が引き起こすものとなっ

ていると判断する場合には、総務省において競合事業者のサービス提

供状況等も踏まえた立証を行い、その具体的根拠（不当な競争を引き起

こすものとならない具体的な差分の額を含む）をお示しいただく必要があ

ると考えます。 

当社は、その具体的な差分の額を調整するために必要な措置として、

利用者料金又は接続料等の水準を調整することになると考えますが、

接続料等の水準を調整する場合に、構造的な課題が存在する改良ＩＰモ

デルとの組み合わせを行うことは当社の原価算定を著しく歪なものとす

るものであり、不適切であると考えます。 

したがって、当社としては、改良ＩＰモデルを用いることはせず、その他

の方法により対応を行う考えです。 

スタックテストの検証方法については、考え方２

－９のとおり。 

次期適用期間の接続料算定に長期増分費用方

式を適用するに当たっては、より効率的な改良ＩＰ

モデルを用いることが制度の趣旨に適っているも

のの、当面の間は段階的な移行の時期として対

応することがより適切であることについては、考え

方２－６のとおり。 

段階的な移行に当たっては、そのモデルを用い

たとした場合に算定される接続料について価格圧

搾のおそれが生じるような場合には、制度の在り

方として適当ではなく、移行の段階を進めることと

するものである。 

この価格圧搾のおそれについては、現行の指

針に基づく、価格圧搾による不当な競争を引き起

こすものでないかの検証を目的としたスタックテス

トのうち、利用者料金と接続料の差分が営業費相

当基準額を下回るかどうかの基準を用いることで

判断することが適当である。そのため、その差分

が営業費相当基準額を下回った場合にいずれか

の措置を講ずることと指針で定められているもの

（①価格圧搾による不当な競争を引き起こすもの

でないことを示すに足る十分な論拠の提示、②利

用者料金の変更等による差分の調整）は、段階的

な移行の判断に当たって用いることはなく、同様

に、ＮＴＴ東日本・西日本の意見にある「不当な競

有 
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（東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社） 争を引き起こさないと考えた理由」の提示や「改良

ＩＰモデルを用いることはせず、その他の方法によ

り」行う差分の調整も、段階的な移行の判断に当

たって用いることはないと考える。 

ただし、価格圧搾のおそれが生じるとしても、認

可接続料に比べ他事業者接続料の著しい上昇に

より利用者料金と接続料の差分が営業費相当基

準額を下回るといった他律的要因が客観的かつ

定量的に確認できる場合には、総務省において、

そうした事情を考慮して取り扱うことを検討する余

地があると考える。 

以上を踏まえ、答申（案）を修正することとする。 

意見２－11 改良 PSTN モデルと改良 IP モデルの具体的な組み合わせ

方法を総務省において指定することは適切ではない。また、検討にあた

って関係事業者への影響に関する検証・確認が一切行われていない。 

考え方２－11 

 

○ 平成 31 年度以降の接続料算定における長期増分費用方式の適用 

（モデルの組み合わせ方法） 

当社として、改良ＩＰモデルとの組み合わせを行う考えはありません

が、仮にスタックテストの検証結果が営業費１９．９％であった場合にお

いて、総務省が営業費２０％を確保すべきとしたときには、接続料原価を

約１．５億円相当引き下げる必要があるところ、改良ＰＳＴＮモデルと改良

ＩＰモデルを最低限組み合わせた場合（４対１）であっても、接続料原価を

約８０億円相当引き下げることとなり、著しく過大な対応となってしまうた

め、およそ適切な制度とは言えないものと考えます。本来、こうした具体

的な対応方法については、当社に委ねられるべきであり、総務省におい

て、モデルの組み合わせ等の方法を指定することは適切でないと考えま

す。 

加えて、接続料制度の整備にあたっては、公正な競争環境の維持は

○ 現行制度上、第一種指定電気通信設備は他

の事業者の事業展開上不可欠な設備として、そ

れを設置するＮＴＴ東日本・西日本は、接続料及

び接続条件について接続約款を定め、総務大

臣の認可を受けることとされている。また、第一

種指定電気通信設備のうち加入者交換機等の

接続料は長期増分費用方式により算定し、それ

に当たっては、総務大臣が通知する手順により

整理した費用に基づいて算定することとされて

いる。 

次期適用期間の接続料算定に長期増分費用

方式を適用するに当たっては、段階的な移行の

時期として対応することがより適切であることに

無 
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もとより、関係する事業者への影響についても詳細な検討がなされて然

るべきところですが、今回は、上述した影響の検証・確認は一切行われ

ておらず、制度の整備に向けた検討としては適切でないと考えます。 

（東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社） 

ついては考え方２－６のとおり。 

改良ＰＳＴＮモデルの採用をその一階梯としつ

つも、条件に応じて改良ＰＳＴＮモデルと改良ＩＰ

モデルの組み合わせにより接続料算定を行うこ

とについては考え方２－１０のとおり。 

この場合のモデルの組み合わせは、利用者

料金と接続料の差分が営業費相当基準額を下

回らないように、接続料の水準を設定することの

みを目的としているのではなく、それによって、Ｉ

Ｐ網を前提とした接続料原価の算定に向けて移

行の段階を進めることも目的としている。 

よって、段階的な移行を進めるという観点から

は、モデルの組み合わせ方法をＮＴＴ東日本・西

日本に委ねることは適切でない。 

また、答申（案）の取りまとめに当たっては、

委員会報告までの審議全８回のうち６回にわた

り関係事業者へのヒアリングを行い、接続料の

変動による関係事業者への影響を踏まえてモデ

ル適用方法の考え方の整理を図っている。 

意見２－12 改良 PSTN モデルと改良 IP モデルの組み合わせで接続料を

精算する場合、精算システムの追加開発等、新たな費用が生じる。 

考え方２－12 
 

○ 平成 31 年度以降の接続料算定における長期増分費用方式の適用 

（モデルの組み合わせ方法） 

改良ＰＳＴＮモデルと改良ＩＰモデルは、通信形態が同じであっても機能

ごとの経由回数が異なります。 

改良ＰＳＴＮモデルと改良ＩＰモデルの組み合わせによって設定された

接続料を用いて精算を行う場合は、毎月それぞれのモデルにおける機

能ごとの経由回数をカウントした上で、それぞれのモデルにおける組み

○ 接続料の低廉化を促進することの必要性につ

いては考え方１－１のとおりだが、公正な競争

環境の確保のため、接続料算定においてＩＰ網

を要素として取り入れていくにあたり、精算方法

についても一定程度の見直しを行っていくこと

はやむを得ないものと考えられる。 

今回提出のあった意見の中で、接続料算定

無 
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合わせ比率を乗じ、それを足し合わせた回数に接続料を乗じることとな

ります。 

実際にこのような精算を行うとしても、弊社において精算システムに追

加開発が必要になる等、新たな費用が発生します。また、他事業者にお

いても請求額の照合を可能とするための新たなシステム開発や確認作

業等に相当の稼動が追加で必要となるなど、混乱が生じるものと考えま

す。 

このような点からも、改良ＰＳＴＮモデルと改良ＩＰモデルとの組み合わ

せを行うことは不適切と考えます。 

（東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社） 

に改良ＰＳＴＮモデルと改良ＩＰモデルを組み合

わせて適用することにより、事業者間精算にお

いて新たなシステム開発が必要になるとの意見

はＮＴＴ東日本・西日本のみであったが、精算方

法の在り方や新たなシステム開発の必要性に

ついては、今後、事業者間でさらなる精査を進

めていくことが望ましい。 

また、総務省は、事業者に対し必要な情報の

提供を求めること等により、事業者間精算の実

態を踏まえつつ、制度整備を進めることが適当

である。 
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第３章 ＮＴＳコストの扱い 

意    見 考   え   方 
意 見 を踏 まえた  

案の修正の有無 

意見３－１ き線点 RT-GC 間伝送路コストは基本料の費用範囲の中で回

収することが原則であり、ユニバーサルサービス制度の検討の後に見

直しを行うべき。 

考え方３－１  

○ 「き線点 RT－GC 間伝送路コスト」 は NTS コストであること、2018 年

8 月時点でユニバーサルサービス料が 2 円/番号・月と十分低廉化して

いることから、当該コストについては本来の整理である基本料回収とし

ていくことが適当と考えます。 

なお、答申案において、「き線点 RT－GC 間伝送路コスト」の 100%を

接続料に算入している現行の当面の措置について、「ユニバーサルサ

ービス制度の検討の後に見直しを行うべき」と整理されていること及び

今後のユニバーサルサービス制度の在り方について「総務省において

早急に検討を進めることが求められる」と整理されていることから、まず

ユニバーサルサービス制度の在り方について早急に検討を進めること

が必要と考えます。 

（ソフトバンク株式会社） 

 

○ き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストは、接続事業者にとって重い負担とな

っている現状、原則どおり基本料原価で負担すべきと考えます。「固定

電話網の円滑な移行の在り方 二次答申」で提言のとおり、ユニバーサ

ルサービス制度の検討の後に、見直しを検討いただきたく存じ上げま

す。 

（楽天コミュニケーションズ株式会社） 

 

○ き線点 RT-GC 間伝送路コストはあくまでも NTS コストであり、基本料

の費用範囲の中で回収することが原則であることから、「固定電話網の

○ 賛同の御意見として承る。 

次期適用期間のき線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コ

ストは基本料の費用範囲の中で回収することが

原則であり、今後のユニバーサルサービス制度

の検討の後に、当該コストの扱いについて、見

直しを行うべきである。 

また、答申（案）に示したとおり、現行のユニ

バーサルサービス制度が、ナショナルミニマムを

維持する趣旨に照らして、設備構成の効率化を

促進するといった観点を含め、改善の余地がな

いか、総務省において早急に検討を進めること

が求められる。 

なお、情報通信審議会諮問事項（平成 30年 8

月 23 日付け）「電気通信事業分野における競争

ルール等の包括的検証」では、「通信基盤の整

備等の在り方」として、５Ｇの普及等のモバイル

化の進展、ＩＰ網への完全移行や光化の一層の

進展を視野に入れ、通信基盤の整備の在り方

やユニバーサルサービスの対象・確保手段等に

ついて検討を行うこととしている。 

無 
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円滑な移行の在り方 二次答申」で提言されているユニバーサルサービ

ス制度の検討の後に、現行の当面の措置（き線点 RT-GC 間伝送路コ

ストの 100％を接続料に算入）について、見直しを行うべき、との答申

（案）に賛同いたします。 

（KDDI 株式会社） 

意見３－２ き線点 RT-GC 間伝送路コストを接続料原価から控除すること

を目的としてユニバーサルサービス交付金制度を見直すためには、社

会的なコンセンサスが必要。ユニバーサルサービス制度とＮＴＳコストの

扱いについて一体的な検討が必要。 

考え方３－２ 

 

○ き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストを接続料原価に算入した経緯を踏まえ

ると、当該コストを接続料原価より控除することを目的に、ユニバーサ

ルサービス基金制度の見直しを行うためには、社会的なコンセンサス

を得る必要があり、直ちに見直すことは容易ではないと考えます。仮に

見直しを検討するのであればＮＴＳコストが回収可能となることを前提

に、ユニバーサルサービスの検討と現行の当面の措置の見直しにつ

いて一体的に検討すべきと考えます。 

（東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社） 

○ 情報通信審議会答申「『固定電話網の円滑な

移行の在り方』二次答申～最終形に向けた円

滑な移行の在り方～」（平成 28年 2月）では、ユ

ニバーサルサービスに関する今後の検討方向

性として、光ファイバや無線など技術の進展を

踏まえたユニバーサルサービスとしての固定電

話の効率的な確保が示されており、それを踏ま

え、ユニバーサルサービス交付金制度の妥当

性等の論点について検討を進めていくことが必

要としている。 

そのため、ＮＴＳコストの扱いについては、こ

のユニバーサルサービス制度の検討の後に、

見直しを行うことが適当である。 

無 
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第４章 東西均一接続料の扱い 

意    見 考   え   方 
意 見 を踏 まえた  

案の修正の有無 

意見４－１ 原則は東西別に接続料を設定することが適当。 考え方４－１  

○ 本来、NTT 東西殿は別会社であり、コストも需要も別で発生しているこ

と、固定電話の移行先であるひかり電話は、当初より東西別で接続料

設定されていること等を踏まえると、原則は東西別に接続料を設定する

ことが適当と考えます。 

（ソフトバンク株式会社） 

○ ＮＴＴ東日本・西日本の各々の接続料が別々

に設定されることが原則であるが、今般の改良

ＰＳＴＮモデルの採用に伴い東西別の接続料に

是正することは、負担の変動が著しく大きく現実

的ではないため、ＩＰ網への移行状況等を踏まえ

つつ、東西均一接続料の維持の要否について

検討を行っていく必要がある。 

無 

意見４－２ 市場動向等を踏まえ、東西別の接続料を検討すべき。 考え方４－２  

○ PSTN マイグレーションの進展に伴い、光 IP 電話サービスの契約数は

更に増え続けていくことと見込まれますので、市場動向を注視の上、適

時に東西別接続料の設定要否について検討を行うべきと考えます。 

（楽天コミュニケーションズ株式会社） 

 

○ 本来、接続料は会社固有のコストに基づいて設定されるべきものであ

り、光 IP 電話ではすでに東西別の接続料を設定していることも踏まえれ

ば、PSTN においても、東西別の接続料とすることが基本と考えます。 

しかしながら、答申（案）に記載のあるとおり、これまで、利用者料金の

地域格差が生じることへの懸念から東西均一接続料の維持に係る社会

的要請があるとして、NTT 東・西の接続料を同額とする措置が取られて

おり、次期適用期間において、改良 PSTN モデルの採用に伴い東西別

の接続料に是正することは、接続料負担の変動が大きく、東西均一接続

料が維持されてきた理由を踏まえれば、当該是正は現実的には困難な

ものと思われます。 

次々期適用期間以降については、IP 網における接続料算定の検討

○ 答申（案）に示したとおり、次々期適用期間以

降の接続料の在り方に向けては、接続料が本

来、東西別で設定されるものであることを念頭

に、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行状況や、移行後の

提供サービスにおける利用者料金と接続料との

関係等を踏まえつつ、東西均一接続料の維持

の要否について検討することが適当である。 

無 
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になるため、光 IP 電話同様に、原則東西別の接続料を設定することを

前提に検討を行い、その上で、適用にあたって、東西均一接続料の要否

について、社会的要請やプライシングの観点等も踏まえて検討を行うこ

とが望ましいと考えます。 

（KDDI 株式会社） 
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第５章 接続料算定に用いる入力値の扱い 

意    見 考   え   方 
意 見 を踏 まえた  

案の修正の有無 

意見５－１ 接続料算定の入力値として用いる通信量は、引き続き、前年

度下期と当年度上期の通信量を通年化したものを採用すべき。 

考え方５－１  

○ 通信量の扱い 

答申案に賛同します。乖離幅の傾向は前回答申時と変わらないこと

から、現状の扱いを継続すべきと考えます。 

（ソフトバンク株式会社） 

 

○ 通信量の扱い 

答申案に賛同いたします。 

（楽天コミュニケーションズ株式会社） 

 

○ 通信量の扱い 

接続料算定に用いる通信量の入力値としては、恣意性の排除や継続

性・予見性を確保していくことが必要であると考えますので、引き続き、

前年度下期と当年度上期の通信量を通年化したものを採用することが

適当とする答申（案）に賛同いたします。 

なお、光 IP 電話との IP 接続（2021 年 1 月以降）が開始されると、光

IP 電話との発着信トラヒックが、IGS 接続（PSTN 経由）から IP 接続に切

り替わるため、PSTN の IC 経由（中継交換機能）に係るトラヒックが大き

く減少することになります。 

次期適用期間については、現行の「前年度下期と当年度上期の通信

量を通年化」する通信量の算定方法（※）を用いれば当該影響を受けま

せんが、次々期適用期間については当該影響を受けるため、例えば、

加入電話/メタル IP 電話と光 IP 電話に対して１つの IP モデルを適用（コ

ストやトラヒックはメタル IP 電話/加入電話と光 IP 電話の合算値を用

○ 賛同の御意見として承る。 

次期適用期間の接続料算定においては、引

き続き、前年度下期と当年度上期の通信量を通

年化したものを採用することが適当である。 

また、次々期適用期間の接続料算定におけ

る入力値の扱いの検討に当たっては、答申（案）

第６章で示したＰＳＴＮ接続料と光ＩＰ電話接続料

との関係に係る考え方（コアネットワークを共有

するメタルＩＰ電話と光ＩＰ電話との関係として、同

一接続料とする場合の方法やそれによる影響

等の検討必要性）も踏まえることが適当である。 

無 
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い、同じ方法で算定した接続料を加入電話/メタル IP 電話と光 IP 電話

に適用）し、PSTN 網から IP 網への移行影響を排除する形で接続料算

定を行う等の検討が必要になると考えます。 

（※）「前年度下期と当年度上期の通信量を通年化」する通信量の算定方法（2021

年度接続料算定に用いる入力値の場合） 

「2020 年度下期＋2021 年度上期」予測通信量 

＝「2019 年度下期＋2020 年度上期」実績通信量×（１＋対前年同期予測増減

率※） 

※ 対前年同期予測増減率は、①2020 年 10 月～12 月の通信量の対前年同期

増減率 及び②2021 年１月～９月の通信量の対前年同期予測増減率（当該率に

は、2020 年４月～12 月の対前年同期増減率を用いる。）を、通信量におけ

る 2019 年 10 月～12 月と 2020 年１月～９月との構成比を用いて加重平均 に

より算定。 

（KDDI 株式会社） 

意見５－２ 適用年度の通信量等コスト・需要を用いて算定すべき。 考え方５－２  

○ 通信量の扱い 

「当年度通信量実績」は、 

・「当年度予測通信量」と比較して、 

乖離幅：－１．６～１．８％ 

（ＧＣ経由時間における２０１４年度～２０１６年度）、 

・「前年度下期と当年度上期の予測通信量」と比較して、 

  乖離幅：６．０～８．８％ 

（ＧＣ経由時間における２０１４年度～２０１６年度） 

となっております。 

答申（案）で示された「前年度下期と当年度上期の予測通信量」を用

いることで、接続料適用年度の適正な需要を用いた接続料算定となら

ず、「適用年度の予測通信量」を用いた場合と比較して、東西計で約８０

億円（２０１６年度）の接続料原価に乖離が発生しています。 

本来、接続料については、適用年度に要したコストを適切に回収する

ものであるという観点から、適用年度のコスト・需要を用いて算定するこ

○ 答申（案）に示したとおり、接続料算定の入力

値として用いる通信量は一般的に、予測期間が

長期化すると予測精度が低下する一方、通信

量が減少局面にある場合、通信量計測期間が

適用年度から離れると大きく評価される。その

ため、信頼性のあるデータであることを前提とし

て、可能な限り適用年度に近いデータの採用が

適当と考えられる。 

そのような観点から、３つの予測方法（①前年

度通信量を採用（３か月先予測）、②前年度下

期と当年度上期の通信量を通年化したものを採

用（９か月先予測）、③当年度通信量を採用（15

か月先予測））を比較すると、例えば予測値と実

無 
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とが適切であると考えます。 

（東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社） 
績値（同期間の実績）の乖離幅について、予測

方法③は①及び②よりも大きい等、比較結果は

前回答申時と変わらない。 

したがって、平成 31 年度以降の接続料算定

に用いる通信量としては、引き続き、前年度下

期と当年度上期の通信量を通年化したものを採

用することが適当である。 

意見５－３ 第６次モデルで採用されたＩＰ網への移行の進展を踏まえた償

却済み比率を用いた補正について、最新の需要に応じた設備を新たに

構築するというＬＲＩＣ方式の前提とは相容れないため、取り止めるべき。 

考え方５－３ 

 

○ その他の入力値の扱い 

 当社からは接続政策委員会（第３２回）の事業者ヒアリングにおいて、

第６次モデルで採用されたＰＳＴＮからＩＰ網への移行の進展を踏まえた

償却済み比率を用いた補正について、最新の需要に応じた設備を新た

に構築するというＬＲＩＣ方式の前提とは相容れないものと意見提起して

おり、当社としては、償却済み比率を用いた補正は速やかに取り止める

べきと考えます。 

（東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社） 

○ 平成 27 年答申では、モデル適用方法に関し

て「改良モデルの適用に当たっては、第六次モ

デルで採用 ※された、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行

の進展を踏まえた償却済み比率を用いた補正

については、現在もＩＰ網への移行期であること

に変わりないため、引き続きこの措置を適用す

ることが適当である。」との考え方を示してい

る。答申（案）では、次期適用期間の接続料算

定に、まずは改良ＰＳＴＮモデルを用いるとして

いるところ、ＩＰ網への移行は前回答申以降も進

展しており、当該措置の必要性はむしろ増大し

ている。 

したがって、上記考え方を明確に示すため修

文を行うこととし、「第２章 長期増分費用方式

の適用等」に追記する。 

※平成 24 年答申における採用。 

有 

意見５－４ 光ケーブルの経済的耐用年数の見直しについて検討すべき。 考え方５－４  

○ その他の入力値の扱い ○ 光ケーブルの経済的耐用年数については、引 無 
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また、光ケーブルの経済的耐用年数については、2015 年に 7 年ぶり

にデータの更新を行ったところ、約 2.5 年延びた実績があり、前回のデ

ータ更新から一定の期間が経過していることから、平成 31 年度接続料

において、光ケーブルの経済的耐用年数算定に用いるデータ更新を行

うべきと考えます。 

（ソフトバンク株式会社） 

 

○ その他の入力値の扱い 

光ケーブルの経済的耐用年数については、第七次モデルにおいて、

光ケーブル（架空）15.1 年、光ケーブル（地下）21.2 年から、最新の撤去

実績等に基づき、架空 17.6 年、地下 23.7 年に見直されていますが、そ

の後も、光ケーブルの経済的耐用年数が延びていることを踏まえ、光ケ

ーブルの経済的耐用年数をモデル見直しのタイミング等にあわせて定

期的に見直すことを、引き続き、検討すべきだと考えます。 

災害対策コストに係る入力値については、既にモデルに反映されてい

る対策項目、実施内容及び対象範囲に係る考え方と整合するものであ

れば、毎年の入力値見直しにあわせて反映されており、同様に、光ケー

ブルの経済的耐用年数についても、第七次モデルにおいて「撤去実績

等に基づき推計を行う現行の方式に基づくことが適当」と整理されている

ことから、実績取得・推計にかかる作業負荷や効果等を踏まえ、毎年の

入力値見直しにあわせてとは言わずとも、モデル見直しのタイミング等

にあわせて定期的な見直しが必要です。 

なお、答申（案）に記載があるような、モデル研究会等において、専門

的な見地から適宜適切に検討を行う必要がある場合は、「接続料の算

定に関する研究会」で検討される加入光ファイバの耐用年数の見直しの

状況等も踏まえながら、検討することが必要であると考えます。 

（KDDI 株式会社） 

き続き、長期増分費用モデル研究会等におい

て、専門的な見地から適宜適切に検討が行わ

れることが適当である。 
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第６章 ＰＳＴＮ接続料と光ＩＰ電話接続料との関係 

意    見 考   え   方 
意 見 を踏 まえた  

案の修正の有無 

意見６－１ 次期適用期間ではＰＳＴＮ接続料と光ＩＰ電話接続料の双方の

加重平均値を接続料として適用しないとした案に賛同。 

考え方６－１  

○ 次期適用期間における光ＩＰ電話接続料との関係 

次期適用期間については、PSTN が現状東西同一で接続料が設定さ

れていることや、加重の仕方に議論が必要なこと等、課題が多く存在す

るため、加重平均を用いない、とした答申案に賛同します。 

（ソフトバンク株式会社） 

 

○ 次期適用期間における光ＩＰ電話接続料との関係 

答申案に賛同いたします。PSTN と光 IP 電話との間の接続料算定方

式、設備構成、サービス等の差異が十分に比較考慮された上で、加重

平均値の接続料を適用すべきと考えます。 

（楽天コミュニケーションズ株式会社） 

○ 賛同の御意見として承る。次期適用期間にお

いては、ＰＳＴＮと光ＩＰ電話とはそれぞれ異なる

ネットワークであること等から、ＰＳＴＮ接続料と

光ＩＰ電話接続料の双方の加重平均値を接続料

として適用することは行わないことが適当であ

る。 

無 

意見６－２ 次々期適用期間以降におけるＰＳＴＮ接続料と光ＩＰ電話接続

料との関係は、モデル適用範囲等の議論とあわせて検討することが適

当。 

考え方６－２  

○ 次々期適用期間以降の光ＩＰ電話接続料との関係の検討方向性 

次々期適用期間については、第 2 章 １．３に対する意見で述べたモ

デル適用範囲の議論と併せて検討を行うことが適当と考えます。 

（ソフトバンク株式会社） 

 

○ 次々期適用期間以降の光ＩＰ電話接続料との関係の検討方向性 

次々期適用期間以降については、答申（案）に記載のあるとおり、メタ

ル IP 電話と光 IP 電話が同じ NGN をコアネットワークとして提供され、

音声呼が NTT 東・西の固定網に着信する場合に、メタル IP 電話と光 IP

○ 概ね賛同の御意見として承る。次々期適用期

間におけるＰＳＴＮ接続料と光ＩＰ電話接続料と

の関係について改めて検討を行うに当たって

は、ＩＰ網への移行状況やそれによる影響等も

踏まえることが適当である。また、それは答申

（案）第２章で示している考え方、「１．２ ＩＰ網へ

の移行時の接続料算定に関する留意点」（接続

ルート切替の順序・時期によって、事業者間で

接続料負担の差異が生じないようにするための

無 
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電話のどちらに着信するかは選択できるものではないことから、別々で

接続料を算定することの必要性は小さくなるもと考えます。 

また、第２章の「1.2. IP 網への移行時の接続料算定に関する留意点」

で述べられているとおり、IP 網へ移行する時期により事業者間で接続料

負担の差異が生じることは公平性の観点から適当ではないため、個別

事業者の接続ルート切替の前後で接続料を区別せずに単一の料金を

適用（接続料算定を長期増分費用方式により行う場合は、コストやトラヒ

ックは合算値を用い、同じ方法で算定した接続料を切替前後の両方に

適用）する措置が必要となります。 

この点、加入電話からメタル IP 電話への移行影響を排除する観点に

加えて、第５章の「ア 通信量の扱い」に対する当社意見で述べたとお

り、光 IP 電話との IP 接続開始に伴う PSTN 接続料への移行影響も排

除する観点から、加入電話/メタル IP 電話と光 IP 電話に対して１つの

IP モデルを適用（コストやトラヒックはメタル IP 電話/加入電話と光 IP 電

話の合算値を用い、同じ方法で算定した接続料を加入電話/メタル IP 電

話と光 IP 電話に適用）する検討が必要になると考えます。 

（KDDI 株式会社） 

措置）や「１．３ 次々期適用期間以降の接続料

算定に向けた検討課題」（モデルの適用対象と

するサービス・機能の範囲等、まずは技術的な

観点からの整理）等も踏まえた検討とすること

が適切である。 
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第７章 新たな算定方法の適用期間 

意    見 考   え   方 
意 見 を踏 まえた  

案の修正の有無 

意見７－１ 次期適用期間を３年間とする案に賛同。この期間中に IP 網に

おける接続料算定の検討を進めることが必要。 

考え方７－１  

○ 適用期間は 3 年間とする答申案に賛同いたします。 

（楽天コミュニケーションズ株式会社） 

 

○ 次期適用期間については、IP 網を前提とした接続料算定に向けた暫

定的な措置として改良 PSTN モデルを適用するため、仮に、実際に光

IP 電話の IP 接続が始まる時期を目途として IP 網を前提とした接続料

算定に移行する場合には、適用期間は「2 年」が適切であると考えま

す。 

一方で、IP 網への移行を見据え、今後は IP 網における接続料算定を

検討する必要があり、接続料算定に LRIC 方式を適用する場合に検討

するモデルは、今までのように PSTN 網に適用するための IP モデルで

はなく、IP 網に適用するための IP モデルを新たに検討する必要がある

ことから、この検討には、ある程度の検討期間が必要になることが想定

されます。 

したがって、答申（案）のとおり、次期適用期間を「3 年」とするのは、や

むを得ないものと考えますが、次々期適用期間に向けて、この期間中

に、IP 網における接続料算定の検討を進めることが必要です。 

（KDDI 株式会社） 

○ 賛同の御意見として承る。これまで多くの場合

において適用期間を３年間としていることに加

え、今後、次々期適用期間の接続料算定を想

定して、メタルＩＰ電話の接続料算定において適

正性・公平性・透明性の確保が可能な算定方法

の在り方の検討や、そうしたモデルの見直し検

討等のための期間を踏まえると、平成 31 年度

以降の接続料算定方式の適用期間は３年間と

することが適当である。 

無 
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第８章 今後の接続料算定の在り方 

意    見 考   え   方 
意 見 を踏 まえた  

案の修正の有無 

意見８－１ 次々期適用期間はＩＰ網を前提とした接続料を算定を行うべき

であり、それに向けて十分な検討が必要。 

考え方８－１  

○ 答申案で言及している、原価算定に PSTN を要素として使い続けるこ

とのデメリット並びに IP 化及び光化等の技術進展を踏まえた接続料低

廉化の必要性について賛同します。これを踏まえ、次々期適用期間は

当然 IP ベースの LRIC モデルを採用すべきと考えます。 

加えて、これらの指摘は、次々期モデル適用期間に限らず次期モデ

ル適用期間に関しても当てはまるため、先述のとおり、本来次期適用期

間から改良 IP モデルを用いるべきと考えます。 

（ソフトバンク株式会社） 

 

○ 次期適用期間については、IP 網を前提とした接続料算定に向けた段

階的な移行の時期であることから、次々期適用期間以降については、

当然に IP 網を前提とした接続料算定を行うべきであり、次期適用期間

中に、それに向けた検討を十分に行う必要があります。 

次々期適用期間以降の接続料算定についても、接続料算定における

公平性・透明性の確保、公正な競争環境の確保の重要性に鑑みて、非

効率性の排除とともに公正性・透明性の確保が可能な LRIC 方式を適

用することが原則であり、その際に検討するモデルは、今までのように

PSTN 網に適用するための IP モデルではなく、新たに IP 網に適用する

ための IP モデルを前提として検討すべきであると考えます。 

また、検討の際には、答申（案）に記載のあるとおり、メタル IP 電話と

光 IP 電話は、コアネットワークを共有する等、それら接続料を別々に算

定することの必要性が相対的に小さくなることに加え、第５章の「ア 通

信量の扱い」及び第６章に対する当社意見で述べたように、IP 網へ移行

○ 次々期適用期間以降の接続料算定における

公平性・透明性の確保や低廉化の促進の必要

性については、概ね賛同の意見として承る。 

答申（案）に示したとおり、ＩＰ網への移行後を

見据えつつ、次々期適用期間以降の接続料算

定に用いる方法として長期増分費用方式や他

のオプションの採用の適否を検討していくにあた

り、長期増分費用方式の適用に関しては、それ

を適用するサービスや機能の範囲、満たすべき

要件等について、今後、まずは技術的な観点か

ら整理を行うことが適当と考えられる。 

その際、他の検討事項も踏まえる必要性につ

いては考え方６－２のとおり。 

無 
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する時期により事業者間で接続料負担の差異が生じることを避けるため

に、 

(1) 加入電話からメタル IP 電話への移行に係る接続料負担の公平性の

確保 

(2) 光 IP 電話との IP 接続開始に伴う接続料負担の公平性の確保 

を行っていく必要があることから、加入電話/メタル IP 電話と光 IP 電話

に対して１つの IP モデルを適用（コストやトラヒックはメタル IP 電話/加

入電話と光 IP 電話の合算値を用い、同じ方法で算定した接続料を加入

電話/メタル IP 電話と光 IP 電話に適用）して、PSTN 網から IP 網への

移行影響を排除する形で接続料算定を行う等の検討が必要になると考

えます。 

（KDDI 株式会社） 

意見８－２ ネットワーク効率化へのインセンティブは十分働く仕組みとな

っている。 

考え方８－２  

○ 効率化の効果は当社の業績に直接反映されることから、効率化への

インセティブは十分働く仕組みとなっています。現に当社は、効率的な事

業運営を実施していくため、これまでも自らＰＳＴＮのコスト削減に取り組

んできたところであり、今後はＰＳＴＮからＩＰ網への移行を行うとしている

ところです。 

ＩＰ網への移行にあたっては、加入者交換機等を活用することとしたと

ころですが、これは当社において効率化へのインセンティブが十分に働

かないからではなく、現在のお客様の利用環境に極力影響させないよ

う、利用者利便確保の観点から判断したものです。 

（東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社） 

○ ＮＴＴ東日本・西日本におけるネットワークの効

率化は図られるべきであるところ、答申（案）の

趣旨としては、ＮＴＴ東日本・西日本の設置する

第一種指定電気通設備に接続する接続事業者

に関して、接続料が今後も上昇を続けることに

より、費用負担がさらに増大することで、ネット

ワークの効率化へのインセンティブが働かなく

なるおそれがあることを示しているものである。 

 

無 

 


